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科学技術連携施策群「食料・生物生産研究」  

ＧＭＯ（遺伝子組換え農作物）の実用化研究の実施に向けた検討 

第一次取りまとめ 

円滑な屋外栽培試験の促進に関する推進方策（案） 

 

１．はじめに 

○ 近年、世界的な人口増加や、中国やインドなど多くの人口を持つ国の

経済発展により食料の需要が増加する一方、地球温暖化による異常

気象や砂漠化などにより供給が不安定化し、食料需給が世界的に逼

迫する恐れが強まっている。このことは、多量の食料資源を輸入に頼

っている我が国の安全保障上に大きな影響を与えるばかりでなく、人

類全体の持続的な発展を妨げることさえ懸念されている。 

○ また、将来的な化石燃料の枯渇に対応し、脱石油社会の実現に向

け、代替エネルギー源としての利用を目的とする「資源作物」の栽培

が、今後一層重要な課題となるものと考えられる。 

○ こうした問題や課題に対応するためには、例えば、乾燥や塩害等の

厳しい環境下でも育つ作物、単位耕作面積あたりの収量の多い作

物、あるいはバイオ燃料への変換効率を向上させた作物を開発する

ことが必要となる。 

○ 世界的には、このような食料問題の解決策の一つとしてＧＭＯの実用

化が進み、２００７年において、現在ＧＭＯの作付面積は世界全体で
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１億１４３０万ヘクタールに達している。米国以外にも、オーストラリア

では耐乾性コムギの開発に着手している。また、ＧＭＯの商業栽培に

は消極的なＥＵにおいても、屋外栽培試験は多数実施されていて、実

用化に向けた準備は着実に進められている。 

○ 一方、我が国においては、ＧＭＯに関する国民の理解が進んでいな

いこともあり、ＧＭＯ研究成果物の屋外での栽培実験を行う体制が十

分には整備されていない状況となっている。 

○ このように、実用化の面では遅れているものの、技術面において、我

が国にはイネゲノム解析研究に代表されるように優れた植物ゲノム

研究実績があり、これらにもとづくＧＭＯ技術は、我が国の食料安定

保障のみならず、国際貢献も期待されているところである。 

○ 平成１９年４月に設置された科学技術連携施策群「食料・生物生産研

究」は、平成２２年３月までの３年間、環境と調和のとれた安全な食料

の生産・供給、ならびに生物機能活用による物質生産のための基盤

技術の構築に向けた検討を行うこととしている。こうした取組みの一

環として、本連携施策群としては、国民理解を得ながら、遺伝子組換

え技術を活用した食料の生産に関する研究を進めることが不可欠と

の認識のもとに、今回、中間取りまとめ（第１次取りまとめ）として、

「円滑な屋外栽培試験の促進に関する推進方策（案）」を取りまとめ

た。 
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２．ＧＭＯの実用化研究を行う上での問題点 

（１）国民に対するＧＭＯの科学的な情報提供の必要性 

○ 国民のＧＭＯに対する認識は必ずしも肯定的ではない。その理由とし

て、ＧＭＯ等の先端技術を育む科学的な土壌が十分でないこと、ま

た、生物多様性など環境への影響や安全性確保の国際的枠組み、

あるいは、それに沿った国内での対応が国民に十分には情報提供さ

れていない事が考えられる。 

○ また、地方自治体によっては、独自の栽培規定を設定し、環境面へ

の配慮等に関して、より高い水準を求める動きがある。 

○ 国民に対して、科学的情報を分かりやすく提供する事によって、まず

は安全性に関する理解を深めるとともに、安心という観点からも広くリ

スクコミュニケーションを展開していくことが必要である。 

 

（２）屋外栽培試験を行うための研究施設ならびに支援体制の整備不足 

○ ＧＭＯが発現する特性は実験室レベル、温室レベルと、屋外のほ場

レベルで異なっている場合が多いため、実際の作物育種において

は、作物ごとに屋外のほ場レベルで実験することが不可欠である。ま

た、有用な遺伝子が特定できたとしても、実験室内のみのデータしか

得られない状況では、特許取得上、不利となる場合がある。このこと
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から、ＧＭＯの実用化においては、屋外栽培による評価が不可欠で

あり、円滑な屋外栽培試験ができる研究施設整備が喫緊の課題とな

っている。 

○ しかしながら、我が国においては、屋外での栽培実験（第一種使用）

を行うための隔離ほ場を十分に利用できない状況にある。 

○ また、ＧＭＯを屋外で栽培実験する前に、拡散防止措置をとりながら

行う生育状況や環境影響などの評価（第二種使用）に必要な特定網

室も不足している。特に、10～20 アール規模の特定網室の整備が不

十分であり、隔離ほ場試験段階へ進めるための研究の実施を困難に

している。このことは、隔離ほ場試験の実施に向けたＧＭＯの特性に

関する事前評価も十分に行うことができないことにつながり、ＧＭＯの

実用化に向けた大きな障害となっている。 

○ それとは別の観点で、屋外実験施設において実験を行おうとする研

究者にとっての障害となっている点は、第一種使用のための屋外実

験を行う上で、申請手続を研究者自らが行わなければならない状況

や、申請から承認までに時間を要することである。研究者がこれらの

課題を解決しようとすると、本来の業務である研究が遅延することに

つながりかねないと懸念される。 

○ また、第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針で定められてい

る説明会や見学会の開催も、研究者自らが行わなければならず、そ
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のためにも多くの時間が割かれている現状にあり、ＧＭＯの理解促進

のために必要なこととはいえ、研究者にとっては負担となっている。 

○ その他、ＧＭＯの実用化に向けた野外試験の実施に先立ち、環境影

響評価試験が行われるが、このような環境影響試験は、競争的資金

の獲得が困難であり、自身の研究業績につながりにくいため、研究

者からは敬遠されがちな状況になっていることがあげられる。 

○ また、農作物によっては、遺伝子拡散を評価するために必要な試験

項目の策定及び方法に対する知見が不足しており、今後、研究開発

の状況を踏まえた当該知見の集積を進める必要がある。 

 

３．今後の対応 

（１）ＧＭＯに対する国民理解促進について 

○ 府省・各機関は、国民がＧＭＯに用いられる遺伝子操作技術などに

ついて科学的に理解し判断出来るよう、バイオ技術に関する普及・

啓発活動を促進する。 

○ 日本発の国産実用化ＧＭＯを早急に開発・実用化し、国民に対して、

その有益性と安全性の情報を広く提示することで国民の科学的判断

を深める。 

○ さらに、安全性のみでなく、安心という観点からも理解が深まるよう、

リスクコミュニケーションを積極的に展開する。 



 6

○ ＧＭＯに関する科学的な情報や、国際的な状況などが社会に広く発

信されるよう、遺伝子組換え技術などについて、メディア等様々な媒

体で「情報発信」を行っている立場の人に対しての情報提供を強化

する。 

 

（２）屋外栽培試験を行うための研究施設の整備ならびに支援体制の充

実について 

○ 生物多様性の保全に十分配慮した上でＧＭＯの実用化研究ができ

る実験施設（屋外栽培試験ができる隔離ほ場や一般ほ場、およびそ

の前段階の試験を行うための特定網室）の整備を行うとともに、既存

の施設において、ソフト面の充実を中心に進める。 

○ このソフト面の充実とは、施設を利用する研究者が研究に専念でき

るよう、ＧＭＯの実用化研究ができる既存の実験施設において、実

用化研究を円滑かつ着実に行うための支援体制を整備することであ

る。 

○ 具体的には、屋外栽培実験を行うための第一種使用規程の承認申

請等、国や地方自治体への承認申請書類の作成等の事務的支援を

行う体制の整備や、人材の育成を行う。 

○ また、屋外栽培実験に先立って開催する一般市民を対象とした説明

会や、栽培現場の見学会等の開催業務を行う体制を整備するととも
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に国民への説明ができるコミュニケーターを育成する。 

○ このようにして整備されたＧＭＯの実用化研究ができる実験施設に

ついては、外部の研究者も利用できる「開かれた」施設とし、屋外で

の実用的な有用性（安全性・栽培特性・作物特性・育種への利用可

能性）を検証して育種素材としての活用を図ることのできる「拠点」と

する。 

○ その際、拠点の外部にいる分子生物学者など基礎研究者は、実用化

に向けたＧＭＯの作出と評価などにおいて、拠点を利用し、育種研究

者や作物研究者などと連携することで、基礎研究の成果を応用研究

に結びつける。拠点は、外部の基礎研究者と共同研究を締結し、ＧＭ

Ｏの実用化に向けた評価試験を受託するなど、基礎研究から実用化

への橋渡しの場としての仕組みを構築する。 

○ こうした連携によって、有用遺伝子の機能解明から実用作物への導

入と実用性試験を効率的に行うための基礎から応用までの研究者ネ

ットワークの構築を進める。 

○ また、拠点は、ＧＭＯを国内で普及させるために不可欠な環境影響試

験の実施を積極的に行う。 

○ さらに、拠点を中心として、国際共同研究プロジェクトを積極的に推進

し、我が国の研究開発の技術や知財を提供して、海外の気候及び土

地条件に適合した技術開発を行い、現地での作物生産を行うことに
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ついて検討を行う。 

○ なお、拠点を整備し、共同研究を進めていくに当って、拠点に委託さ

れたＧＭＯの成果の帰属、評価体制、研究の権限と責任を明確化し

ておくことが必要となる。また、知財の獲得とその利用に関するサポ

ート体制についても検討しておくことが求められる。 

 

 

 


